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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張下り制御チャネルを受信する受信部と、
　前記拡張下り制御チャネルの共通サーチスペースをブラインドデコーディングして、前
記共通サーチスペース内の拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）に配置される共通制御情報
を検出する復号部と、を具備し、
　前記共通サーチスペースは、前記ユーザ端末がサポートする周波数帯域全体に分散され
た複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含んで構成され、
　前記共通制御情報が配置される前記ｅＣＣＥは、該複数のＰＲＢの少なくとも２つに分
散マッピングされ、
　前記復号部は、前記拡張下り制御チャネルのユーザ端末固有サーチスペースをブライン
ドデコーディングして、前記ユーザ端末固有サーチスペース内のｅＣＣＥに配置されるユ
ーザ端末固有の固有制御情報を検出し、
　前記ユーザ端末固有サーチスペースは、前記共通サーチスペースを構成する前記複数の
ＰＲＢとは異なる複数のＰＲＢで構成されることを特徴とするユーザ端末。
【請求項２】
　前記ユーザ端末固有サーチスペースを構成する前記複数のＰＲＢは、前記周波数帯域全
体に分散され、
　前記固有制御情報が配置される前記ｅＣＣＥは、前記ユーザ端末固有サーチスペースを
構成する前記複数のＰＲＢのうちの一つに局所マッピングされる、又は、前記ユーザ端末
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固有サーチスペースを構成する前記複数のＰＲＢの少なくとも２つに分散マッピングされ
ることを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項３】
　前記複数のＰＲＢは、上位レイヤシグナリングを用いて前記ユーザ端末にシグナリング
されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のユーザ端末。
【請求項４】
　拡張下り制御チャネルの共通サーチスペース内の拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）に
共通制御情報を配置するマッピング部と、
　前記拡張下り制御チャネルをユーザ端末に送信する送信部と、を具備し、
　前記共通サーチスペースは、前記ユーザ端末がサポートする周波数帯域全体に分散され
た複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含んで構成され、
　前記マッピング部は、前記共通制御情報が配置される前記ｅＣＣＥを該複数のＰＲＢの
少なくとも２つに分散マッピングし、
　前記マッピング部は、前記拡張下り制御チャネルのユーザ端末固有サーチスペース内の
ｅＣＣＥにユーザ端末固有の固有制御情報を配置し、
　前記ユーザ端末固有サーチスペースは、前記共通サーチスペースを構成する前記複数の
ＰＲＢとは異なる複数のＰＲＢで構成されることを特徴とする無線基地局装置。
【請求項５】
　ユーザ端末が、拡張下り制御チャネルを受信するステップと、
　前記ユーザ端末が、前記共通サーチスペースをブラインドデコーディングして、前記共
通サーチスペース内の拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）に配置される共通制御情報を検
出するステップと、を有し、
　前記共通サーチスペースは、前記ユーザ端末がサポートする周波数帯域全体に分散され
た複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含んで構成され、
　前記共通制御情報が配置される前記ｅＣＣＥは、該複数のＰＲＢの少なくとも２つに分
散マッピングされ、
　前記検出するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記拡張下り制御チャネルのユー
ザ端末固有サーチスペースをブラインドデコーディングして、前記ユーザ端末固有サーチ
スペース内のｅＣＣＥに配置されるユーザ端末固有の固有制御情報を検出し、
　前記ユーザ端末固有サーチスペースは、前記共通サーチスペースを構成する前記複数の
ＰＲＢとは異なる複数のＰＲＢで構成されることを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、次世代無線通信システムにおける無線基地局装置、ユーザ端末、無線通信シ
ステム及び無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）ネットワークにおいて
、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション（Ｌ
ＴＥ：Long　Term　Evolution）が検討されている（非特許文献１）。ＬＴＥではマルチ
アクセス方式として、下り回線（下りリンク）にＯＦＤＭＡ（Orthogonal　Frequency　D
ivision　Multiple　Access）をベースとした方式を用い、上り回線（上りリンク）にＳ
Ｃ－ＦＤＭＡ（Single　Carrier　Frequency　Division　Multiple　Access）をベースと
した方式を用いている。
【０００３】
　また、ＬＴＥからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、ＬＴＥの後継システム
（例えば、ＬＴＥアドバンスト又はＬＴＥエンハンスメントと呼ぶこともある（以下、「
ＬＴＥ－Ａ」という）も検討されている。ＬＴＥ（Rel.8）やＬＴＥ－Ａ（Rel.9、Rel.10
）においては、複数のアンテナでデータを送受信し、周波数利用効率を向上させる無線通
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信技術としてＭＩＭＯ（Multi　Input　Multi　Output）技術が検討されている。ＭＩＭ
Ｏ技術においては、送受信機に複数の送信／受信アンテナを用意し、異なる送信アンテナ
から同時に異なる送信情報系列を送信する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3GPP　TR　25.913“Requirements　for　Evolved　UTRA　and　Evolved
　UTRAN”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ＬＴＥの後継システムとなるＬＴＥ－Ａでは、異なる送信アンテナから同時
に異なるユーザに送信情報系列を送信するマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ：Mult
iple　User　MIMO）伝送が規定されている。このＭＵ－ＭＩＭＯ伝送は、Ｈｅｔｎｅｔ（
Heterogeneous　network）やＣｏＭＰ（Coordinated　Multi-Point）伝送にも適用される
ことが検討されている。
【０００６】
　将来のシステムでは、無線基地局装置に接続されるユーザ数が増加することにより、下
り制御信号を送信する下り制御チャネルの容量が不足することが想定される。このため、
従来の無線リソースの割当て方法ではＭＵ－ＭＩＭＯ伝送等の将来のシステムの特性を十
分に発揮できないおそれがある。
【０００７】
　このような問題を解決する決法として、下り制御チャネルを割当てる領域を拡張して、
より多くの下り制御信号を送信する方法が考えられる。下り制御チャネルを拡張する場合
、拡張した下り制御チャネル用の無線リソースをどのように割り当てるか重要な問題とな
る。また、無線基地局装置のカバレッジエリア内に小型基地局装置が重畳的に配置される
ＨｅｔＮｅｔでは、無線基地局装置と小型基地局装置との間での干渉の影響を考慮して、
拡張した下り制御チャネル用の無線リソースを割り当てることが重要である。
【０００８】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、拡張した下り制御チャネル用の無線リ
ソースを適切に割り当てることができる無線基地局装置、ユーザ端末、無線通信システム
及び無線通信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の無線基地局装置は、拡張下り制御チャネルの共通サーチスペース内の拡張制御
チャネル要素（ｅＣＣＥ）に共通制御情報を配置するマッピング部と、前記拡張下り制御
チャネルをユーザ端末に送信する送信部と、を具備し、前記共通サーチスペースは、前記
ユーザ端末がサポートする周波数帯域全体に分散された複数の物理リソースブロック（Ｐ
ＲＢ）を含んで構成され、前記マッピング部は、前記共通制御情報が配置される前記ｅＣ
ＣＥを該複数のＰＲＢの少なくとも２つに分散マッピングし、前記マッピング部は、前記
拡張下り制御チャネルのユーザ端末固有サーチスペース内のｅＣＣＥにユーザ端末固有の
固有制御情報を配置し、前記ユーザ端末固有サーチスペースは、前記共通サーチスペース
を構成する前記複数のＰＲＢとは異なる複数のＰＲＢで構成されることを特徴とする。
【００１０】
　本発明のユーザ端末は、拡張下り制御チャネルを受信する受信部と、前記拡張下り制御
チャネルの共通サーチスペースをブラインドデコーディングして、前記共通サーチスペー
ス内の拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）に配置される共通制御情報を検出する復号部と
、を具備し、前記共通サーチスペースは、前記ユーザ端末がサポートする周波数帯域全体
に分散された複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含んで構成され、前記共通制御情
報が配置される前記ｅＣＣＥは、該複数のＰＲＢの少なくとも２つに分散マッピングされ
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、前記復号部は、前記拡張下り制御チャネルのユーザ端末固有サーチスペースをブライン
ドデコーディングして、前記ユーザ端末固有サーチスペース内のｅＣＣＥに配置されるユ
ーザ端末固有の固有制御情報を検出し、前記ユーザ端末固有サーチスペースは、前記共通
サーチスペースを構成する前記複数のＰＲＢとは異なる複数のＰＲＢで構成されることを
特徴とする。
【００１２】
　本発明の無線通信方法は、ユーザ端末が、拡張下り制御チャネルを受信するステップと
、前記ユーザ端末が、前記共通サーチスペースをブラインドデコーディングして、前記共
通サーチスペース内の拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）に配置される共通制御情報を検
出するステップと、を有し、前記共通サーチスペースは、前記ユーザ端末がサポートする
周波数帯域全体に分散された複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含んで構成され、
前記共通制御情報が配置される前記ｅＣＣＥは、該複数のＰＲＢの少なくとも２つに分散
マッピングされ、前記検出するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記拡張下り制御
チャネルのユーザ端末固有サーチスペースをブラインドデコーディングして、前記ユーザ
端末固有サーチスペース内のｅＣＣＥに配置されるユーザ端末固有の固有制御情報を検出
し、前記ユーザ端末固有サーチスペースは、前記共通サーチスペースを構成する前記複数
のＰＲＢとは異なる複数のＰＲＢで構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、下り制御チャネルを拡張した構成において、拡張した下り制御チャネ
ル用の無線リソースを適切に割り当てることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ＭＵ－ＭＩＭＯが適用されるＨｅｔｎｅｔの概略図である。
【図２】下りリンクのＭＵ－ＭＩＭＯ伝送が行われるサブフレームの一例を示す図である
。
【図３】拡張ＰＤＣＣＨのサブフレーム構成の説明図である。
【図４】システム帯域に対する拡張ＰＤＣＣＨの割当ての一例を示す図である。
【図５】拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペース及びＵＥ固有サーチスペースの割当ての一
例を示す図である。
【図６】拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペース対する拡張用チャネル制御要素（ｅＣＣＥ
）の関係を示す図である。
【図７】第１の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースの分散マッピング方法の
一例を示す図である。
【図８】第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースの分散マッピング方法を
説明するための図である。
【図９】第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースの分散マッピング方法の
一例を示す図である。
【図１０】第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースの分散マッピング方法
の一例を示す図である。
【図１１】第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースの分散マッピング方法
の他の例を示す図である。
【図１２】第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースの分散マッピング方法
の他の例を示す図である。
【図１３】実施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。
【図１４】実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成の説明図である。
【図１５】実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の説明図である。
【図１６】実施の形態に係る無線基地局装置のベースバンド処理部及び一部の上位レイヤ
を示す機能ブロック図である。
【図１７】実施の形態に係るユーザ端末のベースバンド処理部の機能ブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送が適用されるＨｅｔｎｅｔの一例を示す図である。図１に
示すシステムは、無線基地局装置（例えば、ｅＮＢ：eNodeB）のカバレッジエリア内に局
所的なカバレッジエリアを有する小型基地局装置（例えば、ＲＲＨ：Remote　Radio　Hea
d）が設けられ、階層的に構成されている。このようなシステムにおける下りリンクのＭ
Ｕ－ＭＩＭＯ伝送では、無線基地局装置の複数のアンテナから複数のユーザ端末ＵＥ（Us
er　Equipment）＃１及び＃２に対するデータが同時に送信される。また、複数の小型基
地局装置の複数のアンテナから複数のユーザ端末ＵＥ＃３、＃４に対するデータも同時に
送信される。
【００１６】
　図２は、下りリンクのＭＵ－ＭＩＭＯ伝送が適用される無線フレーム（例えば、１サブ
フレーム）の一例を示す図である。図２に示すように、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送が適用される
システムでは、各サブフレームにおいて先頭から所定のＯＦＤＭシンボル（１～３ＯＦＤ
Ｍシンボル）まで、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical　Downlink　Control　Cha
nnel）用のリソース領域（ＰＤＣＣＨ領域）として確保される。また、サブフレームの先
頭から所定のシンボルより後の無線リソースに、下り共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ：
Physical　Downlink　Shared　Channel）用のリソース領域（ＰＤＳＣＨ領域）が確保さ
れる。
【００１７】
　ＰＤＣＣＨ領域には、ユーザ端末ＵＥ（ここでは、ＵＥ＃１～＃４）に対する下り制御
情報（ＤＣＩ：Downlink　Control　Information）が割当てられる。下り制御情報（ＤＣ
Ｉ）には、ＰＤＳＣＨ領域における割当て情報が含まれる。このように、各サブフレーム
において、ユーザ端末ＵＥに対する下りデータ用の信号と、当該下りデータを受信するた
めの下り制御情報（ＤＣＩ）用の信号とは時分割多重されて送信される。
【００１８】
　ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送においては、同一時間及び同一周波数で複数のユーザ端末ＵＥに対
するデータ送信が可能となる。このため、図２のＰＤＳＣＨ領域において、ユーザ端末Ｕ
Ｅ＃１に対するデータとユーザ端末ＵＥ＃５に対するデータを同一の周波数領域に多重す
ることが考えられる。同様に、ユーザ端末ＵＥ＃４に対するデータとユーザ端末ＵＥ＃６
に対するデータを同一の周波数領域に多重することも考えられる。
【００１９】
　しかしながら、多くのユーザ端末ＵＥの下り制御情報をＰＤＣＣＨ領域に割当てる場合
、図２に示すように、ユーザ端末ＵＥ＃５及び＃６に対応する下り制御情報を伝送するた
めのＰＤＣＣＨ領域が足りなくなる場合がある。この場合には、ＰＤＳＣＨ領域に多重で
きるユーザ端末ＵＥの数が制限されてしまう。
【００２０】
　このように、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送により同一の無線リソースに多重されるユーザ端末数
を増加させても、下り制御情報を伝送するためのＰＤＣＣＨ領域が不足する場合には、Ｐ
ＤＳＣＨ領域の利用効率を十分に図れないおそれがある。
【００２１】
　このようなＰＤＣＣＨ領域の不足を解決する方法として、サブフレームの先頭から最大
３ＯＦＤＭシンボルの制御領域以外にＰＤＣＣＨの割当て領域を拡張する（既存のＰＤＳ
ＣＨ領域にＰＤＣＣＨ領域を拡張する）ことが考えられる。例えば、ＰＤＳＣＨ領域にお
いてＰＤＳＣＨとＰＤＣＣＨとを周波数分割多重する方法（周波数分割（ＦＤＭ）アプロ
ーチ）が考えられる。このようなＰＤＳＣＨと周波数分割多重されるＰＤＣＣＨは、既存
のＰＤＣＣＨと区別するために、拡張ＰＤＣＣＨ（拡張下り制御チャネル、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈ、Enhanced　ＰＤＣＣＨ、ＦＤＭ型ＰＤＣＣＨ、ＵＥ－ＰＤＣＣＨ等とも呼ぶ）と呼ば
れる。
【００２２】
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　周波数分割アプローチを適用する場合、ユーザ固有の参照信号（ＤＭ－ＲＳ：DeModula
tion-Reference　Signal）を用いて拡張ＰＤＣＣＨの復調を行うことでビームフォーミン
グゲインを得ることが可能となる。この場合、ユーザ端末ＵＥに対して個別にビームフォ
ーミングが可能となることによって十分な受信品質が得られるため、容量の増大に有効と
なると考えられる。
【００２３】
　ところで、拡張ＰＤＣＣＨのフォーマットとしては、既存のＰＤＣＣＨと同様に各ユー
ザの下り制御信号を複数のリソース要素グループ（ＲＥＧ）からなる制御チャネル要素（
ＣＣＥ）単位で割当てる方法（with　cross　interleaving）と、各ユーザの下り制御信
号をＰＲＢ単位で割当てる方法（without　cross　interleaving）のいずれかが適用でき
る。
【００２４】
　without　cross　interleavingでは、拡張ＰＤＣＣＨに対して、各ユーザの下りリンク
制御信号がＶＲＢ単位で割当てられる。また、拡張ＰＤＣＣＨが配置される可能性のある
無線リソースにはユーザ個別の下り参照信号であるＤＭ－ＲＳが配置される。このため、
拡張ＰＤＣＣＨの復調をＤＭ－ＲＳを用いて行うことができる。この場合、ＰＲＢ単位で
のチャネル推定が可能であり、各移動端末装置ＵＥに対して効果的にビームフォーミング
を形成できる。
【００２５】
　図３に、周波数分割アプローチを適用する場合のフレーム構成の一例を示す。図３Ａに
示すフレーム構成では、既存のＰＤＣＣＨと拡張ＰＤＣＣＨが配置されている。送信時間
間隔となるフレーム（以下、「サブフレーム」と記す）の先頭から所定のＯＦＤＭシンボ
ル（最大３ＯＦＤＭシンボル）まではシステム帯域全体にわたり既存のＰＤＣＣＨが配置
される。既存のＰＤＣＣＨが配置されたＯＦＤＭシンボルより後の無線リソースに、拡張
ＰＤＣＣＨがＰＤＳＣＨと周波数分割して配置されている。
【００２６】
　また、図３Ｂに示すように、システム帯域は所定の周波数領域単位で構成される。この
所定の周波数領域単位としては、例えば、物理リソースブロック（ＰＲＢ）（単に、リソ
ースブロック（ＲＢ）ともいう）や、複数の連続する物理リソースブロックからなるリソ
ースブロックグループ（ＲＢＧ）などがある。図３Ｂでは、所定の周波数領域単位として
リソースブロックが用いられており、システム帯域の一部のリソースブロックが拡張ＰＤ
ＣＣＨに割り当てられる。なお、リソースブロックは、スケジューリングの一単位でもあ
る。
【００２７】
　また、Ｒｅｌ．１１以降のフレーム構成として、サブフレームにおいて先頭から所定の
ＯＦＤＭシンボル（最大３ＯＦＤＭシンボル）までのＰＤＣＣＨ領域を持たないキャリア
タイプ（Extension　carrier）が検討されている。このExtension　carrierタイプが適用
されるサブフレームでは、既存ＰＤＣＣＨを割当てず、拡張ＰＤＣＣＨのみを割り当てる
ことができる。なお、Extension　carrierタイプが適用されるサブフレームでは、先頭か
ら最大３ＯＦＤＭシンボルにおいて拡張ＰＤＣＣＨが割り当てられてもよい（図３Ｃ参照
）。
【００２８】
　このような周波数分割アプローチを適用する場合、拡張ＰＤＣＣＨをシステム帯域にど
のようにマッピングするかが問題となる。上述のように、拡張ＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨ
と周波数分割多重され、システム帯域の一部にマッピングされるためである。
【００２９】
　図４に、拡張ＰＤＣＣＨのマッピングの一例を示す。図４では、１１個の物理リソース
ブロック（ＰＲＢ：Physical　Resource　Block）でシステム帯域が構成されている。１
１個のＰＲＢには、周波数方向に沿ってＰＲＢインデックス（ＰＲＢ＃０～＃１０）が付
されている。図４において、拡張ＰＤＣＣＨは、不連続の４個のＰＲＢ＃１、＃４、＃８
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、＃１０にマッピングされる。このように、拡張ＰＤＣＣＨを不連続の４個のＰＲＢにマ
ッピングすることで拡張ＰＤＣＣＨをシステム帯域内に分散させることができる。この結
果、拡張ＰＤＣＣＨについての周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００３０】
　なお、図４では、拡張ＰＤＣＣＨは、ＰＲＢ単位でマッピングされているが、これに限
られるものではない。例えば、連続する複数のＰＲＢ（例えば、２個又は４個のＰＲＢ）
からなるＲＢＧ（Resource　Block　Group）単位で行われてもよい。
【００３１】
　ところで、既存のＰＤＣＣＨでは、ユーザ端末ＵＥが下り制御情報（ＤＣＩ）のブライ
ンドデコーディングを行う範囲を示すサーチスペース（ＳＳ）が定義されている。ユーザ
端末ＵＥは、無線基地局装置からシグナリングされた（例えば、ＲＲＣシグナリング）サ
ーチスペース内でブラインドデコーディングを行う。
【００３２】
　このようなサーチスペースの種類としては、共通サーチスペース（ＣＳＳ：Common　Se
arch　Space）とＵＥ固有サーチスペース（ＵＥ－ＳＳ：ＵＥ-specific　Search　Space
）（固有サーチスペースともいう）とがある。共通サーチスペースとは、セル内のユーザ
端末ＵＥが共通制御情報をブラインドデコーディングすべき範囲を示すものである。また
、ＵＥ固有サーチスペースとは、各ユーザ端末ＵＥが固有制御情報をブラインドデコーデ
ィングすべき範囲を示すものである。
【００３３】
　なお、共通制御情報とは、セル内のユーザ端末ＵＥに共通の下り制御情報であり、例え
ば、ＤＣＩフォーマット０、１Ａ等で定義される情報である。また、固有制御情報とは、
セル内の各ユーザ端末ＵＥに固有の下り制御情報であり、例えば、下り共有データチャネ
ルの割り当て情報（DL　Assignment）や、上り共有データチャネルのスケジューリング情
報（UL　grant）などが含まれる。
【００３４】
　以上のようなサーチスペースは、既存のＰＤＣＣＨの割り当て単位である制御チャネル
要素（ＣＣＥ：Channel　Control　Element）と、既存のＰＤＣＣＨに対してＣＣＥを何
個連続で割り当てられるかを示すアグリゲーションレベル（Aggregation　Level）とによ
って定義される。例えば、アグリゲーションレベル１では１ＣＣＥ単位で、アグリゲーシ
ョンレベル２では２ＣＣＥ単位で、アグリゲーションレベル３では４ＣＣＥ単位で、アグ
リゲーションレベル４では８ＣＣＥ単位で、サーチスペースが定義される。なお、共通サ
ーチスペースは、アグリゲーションレベル３、４をサポートし、ＵＥ固有サーチスペース
は、アグリゲーションレベル１～４をサポートする。また、アグリゲーションレベルは、
ユーザ端末ＵＥにおける信号の受信品質に基づいて決定される。
【００３５】
　既存のＰＤＣＣＨでは、以上のようなサーチスペースが定義されることにより、ユーザ
端末ＵＥにおけるブラインドデコーディングの回数を削減できる。したがって、without
　cross　interleavingを適用する拡張ＰＤＣＣＨにおいても、ユーザ端末ＵＥにおける
ブラインドデコーディングの回数を削減するために、共通サーチスペースとＵＥ固有サー
チスペースとを定義することが望まれていた。そこで、本発明者らは、拡張ＰＤＣＣＨに
おける共通サーチスペースとＵＥ固有サーチスペースのマッピングについて検討し、本願
発明に至った。
【００３６】
（第１の態様）
　図５～図７を参照して、第１の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨのマッピング方法の一例につ
いて説明する。なお、以下では、拡張ＰＤＣＣＨをＲＢＧ単位でマッピングする例を示す
が、これに限られるものではない。
【００３７】
　図５に、第１の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨのマッピングの一例を示す。図５では、１０
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０Ｍｈｚのシステム帯域の例が示されており、周波数方向に１００個のＰＲＢ（不図示）
が連続して配置される。ここで、システム帯域が１００個のＰＲＢで構成される場合、１
つのＲＢＧは４個の連続するＰＲＢで構成される。よって、図５では、２５個のＲＢＧが
示されている。また、２５個のＲＢＧには、周波数方向に沿ってＲＢＧインデックス（Ｒ
ＢＧ＃０～＃２４）が付されている。
【００３８】
　なお、システム帯域、ＰＲＢの数、１つのＲＢＧを構成するＰＲＢの数は、図５に示す
例に限られるものではない。例えば、システム帯域が２５個のＰＲＢで構成される場合、
１つのＲＢＧは２つの連続するＰＲＢで構成され、１３個のＲＢＧが示される。
【００３９】
　図５に示すように、無線基地局装置は、共通制御情報が配置される共通サーチスペース
と固有制御情報が配置されるＵＥ固有サーチスペースとを、システム帯域を構成するＲＢ
Ｇ単位で分離してマッピングする。具体的には、共通サーチスペースは、システム帯域全
体に分散されるように、不連続の４個のＲＢＧ（ＲＢＧ＃０、＃７、＃１４、＃２１）に
マッピングされる。また、ＵＥ固有サーチスペースは、システム帯域全体に分散されるよ
うに、不連続の４個のＲＢＧ（ＲＢＧ＃１、＃８、＃１５、＃２２）にマッピングされる
。
【００４０】
　共通サーチスペースに配置される共通制御情報は、上述のように、セル内のユーザ端末
に共通の下り制御情報であるので、周波数ダイバーシチ効果が得られるように、分散され
た周波数帯域で送信されることが望ましい。このため、共通サーチスペースは、システム
帯域全体に分散された不連続の所定数のＲＢＧ（図５では、４個のＲＢＧ＃０、＃７、＃
１４、＃２１）に分散マッピングされる。
【００４１】
　また、ＵＥ固有サーチスペースに配置される固有制御情報は、各ユーザ端末ＵＥに固有
の下り制御情報であるので、対象のユーザ端末ＵＥにとって最も受信品質が良い周波数帯
域で局所的に送信されることが望ましい。このため、ＵＥ固有サーチスペースは、システ
ム帯域全体に分散された不連続の所定数のＲＢＧ（図５では、４個のＲＢＧ＃１、＃８、
＃１５、＃２２）に分散マッピングされるが、固有制御情報は、所定のＲＢＧに局所的に
マッピングされる。また、受信品質が利用できない場合は、分散マッピングを適用しても
よい。
【００４２】
　図５に示す共通サーチスペース及びＵＥ固有サーチスペースのマッピング位置は、上位
レイヤ（例えば、ＲＲＣレイヤなど）で、ユーザ端末ＵＥにシグナリングされる。このマ
ッピング位置のシグナリングには、ビットマップ（例えば、図５では、２５個のＲＢＧを
示す２５ビットのビットマップ）が用いられてもよい。
【００４３】
　また、共通サーチスペースのマッピング位置は、報知情報（例えば、ＭＩＢやＳＩＢな
ど）として、ユーザ端末ＵＥにブロードキャスト送信されてもよい。共通サーチスペース
のマッピング位置は、セル内のユーザ端末ＵＥに共通であるためである。この場合にも、
ビットマップが用いられてもよい。
【００４４】
　なお、図５では、共通サーチスペース及びＵＥ固有サーチスペースは、ＲＢＧ単位で分
離してマッピングされるが、これに限られるものではない。例えば、共通サーチスペース
及びＵＥ固有サーチスペースは、ＰＲＢ単位で分離してマッピングされてもよい。
【００４５】
　また、図５では、共通サーチスペース及びＵＥ固有サーチスペースがマッピングされる
ＲＢＧの数はそれぞれ４個であるが、これに限られるものではない。また、共通サーチス
ペース及びＵＥ固有サーチスペースがマッピングされる複数のＲＢＧの一部は連続してい
てもよい。
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【００４６】
　次に、図６及び図７を参照し、第１の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペース
の分散マッピングについて詳述する。なお、図６及び図７では、図５と同様に、１００Ｍ
Ｈｚのシステム帯域の例が示される。また、図６及び図７では、共通サーチスペースがＲ
ＢＧ単位で分散マッピングされる例を説明するが、ＰＲＢ単位で分散マッピングされても
よい。
【００４７】
　図６では、不連続の４個のＲＢＧ（ＲＢＧ＃０、＃７、＃１４、＃２１）に分散マッピ
ングされた共通サーチスペースと、拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ：enhanced　Channe
l　Control　Element）との対応付けが示される。上述のように、既存のＰＤＣＣＨに対
する最小割り当て単位はＣＣＥである。拡張ＰＤＣＣＨでは、既存のＣＣＥをリユースで
きるように、ｅＣＣＥが定義される。すなわち、拡張ＰＤＣＣＨに対する最小割り当て単
位は、ｅＣＣＥとなる。このため、拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースはｅＣＣＥ単位
で管理される。
【００４８】
　図６において、１個のＲＢＧは４個のＲＢ（ＰＲＢ）で構成される。１個のＲＢ（ＰＲ
Ｂ）は２個のｅＣＣＥに対応する。このため、４個のＲＢＧにマッピングされた共通サー
チスペースは、４×４×２＝３２個のｅＣＣＥで定義されることになる。図６では、周波
数方向に沿ってＲＢＧインデックス＃０、＃７、＃１４、＃２１の小さい方から順番にｅ
ＣＣＥにインデックス番号＃０～＃３１をナンバリングしている。なお、１個のＰＲＢを
構成するｅＣＣＥの数は、２個に限定されず、その他の数（例えば、４個）としてもよい
。
【００４９】
　第１の態様では、拡張ＰＤＣＣＨにおける共通サーチスペースを構成するｅＣＣＥをそ
れぞれ分割して、分割されたｅＣＣＥ同士が周波数帯域の異なるＲＢＧにそれぞれ分散さ
れるようにマッピングする。これにより、共通サーチスペースで伝送される共通制御情報
について、周波数ダイバーシチ効果が得られることとなる。
【００５０】
　具体的には、図７Ａに示すように、無線基地局装置は、共通サーチスペースとして割り
当てられたｅＣＣＥ＃０～＃３１をそれぞれ２個に分割する。１ｅＣＣＥを２個に分割す
る場合、１個のＲＢＧ（例えば、ＲＢＧ＃０）に対して、１６個のｅＣＣＥ（例えば、ｅ
ＣＣＥ＃０、＃０、＃１、＃１、…＃７、＃７）が対応することとなる。
【００５１】
　次に、図７Ｂに示すように、図７Ａで分割されたｅＣＣＥが、複数の仮想リソース領域
に分散配置される。図７Ｂでは、仮想リソース領域として４つの仮想リソースブロックグ
ループ（ＶＲＢＧ）＃１～＃４が定義され、図７Ａに示す６４個のｅＣＣＥがＶＲＢＧ＃
１～＃４に分散配置される。
【００５２】
　具体的には、図７Ａにおいて同じインデックス番号が付されたｅＣＣＥは、図７Ｂにお
いて異なるインデックス番号のＶＲＢＧに配置される。例えば、同じインデックス番号が
付された２個のｅＣＣＥ＃０は、ＶＲＢＧ＃１とＶＲＢＧ＃２に配置される。同様に、２
個のｅＣＣＥ＃１は、ＶＲＢＧ＃３とＶＲＢＧ＃４に配置される。ｅＣＣＥ＃２～＃３１
についても同様である。
【００５３】
　図７Ｃに示すように、ｅＣＣＥが分散配置された複数の仮想リソース領域（ＶＲＢＧ＃
１～＃４）は、インタリーブされ、元のＲＢＧ＃０、＃７、＃１４、＃２１にマッピング
される。図７Ｃでは、奇数インデックス番号のＶＲＢＧを元のＲＢＧに昇順にマッピング
してから、偶数インデックス番号のＶＲＢＧを元のＲＢＧに昇順にマッピングする例が示
される。すなわち、ＶＲＢＧ＃１は元のＲＢＧ＃０に、ＶＲＢＧ＃２は元のＲＢＧ＃７に
、ＶＲＢＧ＃３は元のＲＢＧ＃１４に、ＶＲＢＧ＃４は元のＲＢＧ＃２１にマッピングさ
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れる。
【００５４】
　図７Ｃに示すように、ＶＲＢＧをインタリーブして元のＲＢＧにマッピングすることに
より、同じインデックス番号が付されたｅＣＣＥペア間の周波数間隔を拡大することがで
きるため、共通サーチスペースの周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００５５】
　なお、図６及び図７で説明した分散マッピング方法は、共通サーチスペースだけではな
く、ＵＥ固有サーチスペースに適用されてもよい。
【００５６】
　以上のように、第１の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨのマッピング方法によれば、無線基地
局装置は、共通サーチスペースとＵＥ固有サーチスペースとを、ＰＲＢ単位又はＲＢＧ単
位で分離してマッピングする。特に、無線基地局装置は、セル内の全ユーザ端末ＵＥの共
通制御情報が配置される共通サーチスペースを、システム帯域内に分散されるように複数
の周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）にマッピングする。このため、周波数ダイバーシ
チ効果により、セル内の異なる位置に位置するユーザ端末ＵＥが安定して共通制御情報を
復号できる。また、無線基地局装置は、特定のユーザ端末ＵＥに固有の固有制御情報が配
置されるＵＥ固有サーチスペースを、システム帯域内の一部に局所化されるように複数の
周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）にマッピングする。このため、特定のユーザ端末Ｕ
Ｅはより受信品質の良い周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）で固有制御情報を復号でき
る。また、受信品質が利用できない場合は、分散マッピングを適用してもよい。
【００５７】
　特に、ＨｅｔＮｅｔの小型基地局装置に上述のマッピング方法を適用することで、小型
基地局装置は、ユーザ端末ＵＥに対して、大型基地局装置からＣＲＳ等による干渉の影響
が大きい既存ＰＤＣＣＨでなく、干渉の影響が小さい拡張ＰＤＣＣＨを用いて共通制御情
報と固有制御情報を送信することができる。より具体的には、拡張ＰＤＣＣＨにおいては
、ＤＭ－ＲＳによるビームフォーミング効果が得られるので、後述するＣＲＥ（Cell　Ra
nge　Expansion）により小型基地局装置に接続するユーザ端末ＵＥが、拡張ＰＤＣＣＨに
配置された共通サーチスペースをより効果的にブラインドデコーディングすることができ
る。この結果、ＨｅｔＮｅｔにおける干渉コーディネーションが可能となる。また、Ｌｏ
ｗ　ｃｏｓｔ　ＭＴＣ　Ｄｅｖｉｃｅにも適合することとなる。また、受信品質が利用で
きない場合は、分散マッピングを適用してもよい。
【００５８】
（第２の態様）
　図８～図１２を参照して、第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨのマッピング方法の一例に
ついて説明する。第２の態様は、拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースについて、Ｈｅｔ
Ｎｅｔにより適合したマッピング方法とするものである。よって、第１の態様に係る拡張
ＰＤＣＣＨのマッピング方法に第２の態様を組み合わせることも可能である。
【００５９】
　ＨｅｔＮｅｔでは、ＣＲＥ（Cell　Range　Expansion）を行って、小型基地局装置のセ
ル端に位置するユーザ端末ＵＥを小型基地局装置に接続させることが検討されている。図
８に、ＨｅｔＮｅｔにおけるＣＲＥの一例を示す。図８では、無線基地局装置（マクロ基
地局Ｂ１）の形成するセルＣ１内に、局所的なセルＣ２を形成する小型基地局装置（ピコ
基地局Ｂ２）が配置されている。
【００６０】
　図８に示すように、ＨｅｔＮｅｔにおけるＣＲＥでは、ピコ基地局Ｂ２からの受信電力
にオフセット値を与えることでピコ基地局Ｂ２のセル範囲をセルＣ２’に拡大し、セルＣ
２のセル端に位置するユーザ端末ＵＥをピコ基地局Ｂ２に接続させる。こうすることによ
り、送信電力の小さなピコ基地局Ｂ２のカバレッジを増大することができ、より多くのユ
ーザ端末ＵＥをピコ基地局に接続することができる。
【００６１】
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　一方、ユーザ端末ＵＥがＣＲＥによってピコ基地局Ｂ２に接続された場合、ユーザ端末
ＵＥは、マクロ基地局Ｂ１からの干渉を大きく受けることになる。このような干渉を防ぐ
ため、ピコ基地局Ｂ２からユーザ端末ＵＥに対する信号が送信されるサブフレームにおい
て、マクロ基地局Ｂ１は、ＡＢＳ（Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）やＭ
ＢＳＦＮサブフレームを適用する。
【００６２】
　ところが、ＡＢＳやＭＢＳＦＮサブフレームでは、データ（例えば、ＰＤＳＣＨ）の送
信が停止されるものの、参照信号（Cell　specific　reference　signal（ＣＲＳ））や
、同期信号、報知チャネルなどは送信される。このため、ユーザ端末ＵＥがＣＲＥにより
ピコ基地局Ｂ２に接続された場合、マクロ基地局Ｂ１がＡＢＳやＭＢＳＦＮサブフレーム
を適用していても、図８に示すように、マクロ基地局Ｂ１からのＣＲＳ等による干渉を大
きく受けることとなる。
【００６３】
　このようなマクロ基地局Ｂ１からのＣＲＳ等による干渉の影響は、ピコ基地局Ｂ２から
ユーザ端末ＵＥに対する既存のＰＤＣＣＨにおいてより顕著なものとなる。そこで、ピコ
基地局Ｂ２では、マクロ基地局Ｂ１からの干渉の影響を軽減できる拡張ＰＤＣＣＨにおい
て、共通サーチスペースを定義することが有効となる。
【００６４】
　このように、ＨｅｔＮｅｔにおいて、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との双方が拡
張ＰＤＣＣＨにおいて共通サーチスペースを定義する場合、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地
局Ｂ２との間の干渉コーディネーションが重要な問題となる。第２の態様に係る拡張ＰＤ
ＣＣＨのマッピング方法では、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間の干渉コーディ
ネーションを可能とする、共通サーチスペースのマッピングを検討する。
【００６５】
　図９及び図１０を参照し、第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースのマ
ッピングの一例を詳述する。なお、図９及び図１０では、図５～７と同様に、１００ＭＨ
ｚのシステム帯域の例が示される。また、図９及び図１０では、共通サーチスペースがＲ
ＢＧ単位でマッピングされる例を説明するが、これに限られるものではなく、例えば、Ｐ
ＲＢ単位でマッピングされてもよい。また、図９において、不図示のＵＥ固有サーチスペ
ースがマッピングされていてもよい。
【００６６】
　図９に示すように、ＨｅｔＮｅｔのマクロ基地局Ｂ１及びピコ基地局Ｂ２は、拡張ＰＤ
ＣＣＨの共通サーチスペースを、共通の複数のＲＢＧ（ＲＢＧ＃０、＃７、＃１４、＃２
１）にマッピングする。すなわち、図９では、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との双
方において、複数のＲＢＧ（ＲＢＧ＃０、＃７、＃１４、＃２１）が共通サーチスペース
用に割り当てられる。
【００６７】
　一方、複数のＲＢＧを構成するｅＣＣＥは、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間
で別々に割り当てられる。具体的には、マクロ基地局Ｂ１に対しては、所定の周波数方向
（図９では、周波数の小さい方向）から順番に連続するインデックス番号が付された複数
のｅＣＣＥ（ｅＣＣＥ＃０～＃１５）が割り当てられる。また、ピコ基地局Ｂ２に対して
は、残りの連続するインデックス番号が付された複数のｅＣＣＥ（ｅＣＣＥ＃１６～＃３
１）が割り当てられる。
【００６８】
　このように、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間で、共通サーチスペースをマッ
ピングする複数のＲＢＧを共通させる一方、ｅＣＣＥは別々とする。より具体的には、マ
クロ基地局Ｂ１に対して一方のｅＣＣＥ、ピコ基地局Ｂ２に対して他方のｅＣＣＥが割り
当てられる。この結果、共通サーチスペースをマッピングする複数のＲＢＧを共通させて
も、以下の分散マッピングを適用することで、周波数ダイバーシチ効果を得ることができ
る。
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【００６９】
　分散マッピングでは、マクロ基地局Ｂ１用に割り当てられたｅＣＣＥ＃０～＃１５、ピ
コ基地局Ｂ２用に割り当てられたｅＣＣＥ＃１６～＃３１をそれぞれ分割して、分割され
たｅＣＣＥ同士が周波数帯域の異なるＲＢＧにそれぞれ分散されるようにマッピングする
。これにより、マクロ基地局Ｂ１用の共通サーチスペースに配置される共通制御情報と、
ピコ基地局Ｂ２用の共通サーチスペースに配置される共通制御情報とを、周波数帯域の異
なるＲＢＧ＃０、＃７、＃１４、＃２１に分散させることができる。すなわち、マクロ基
地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間の干渉の影響を軽減すると共に、共通制御情報の周波数
ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００７０】
　具体的には、図１０Ａに示すように、マクロ基地局Ｂ１は、マクロ基地局Ｂ１用に割り
当てられたｅＣＣＥ＃０～＃１５をそれぞれ２個に分割し、分割したｅＣＣＥ同士に同じ
インデックス番号（図１０Ａでは、ｅＣＣＥ＃０、＃０…、＃１５、＃１５）を付す。同
様に、ピコ基地局Ｂ２は、ピコ基地局Ｂ２用に割り当てられたｅＣＣＥ＃１６～＃３１を
それぞれ２個に分割し、分割したｅＣＣＥ同士に同じインデックス番号（図１０Ａでは、
ｅＣＣＥ＃１６、＃１６…、＃３１、＃３１）を付す。
【００７１】
　次に、図１０Ｂに示すように、図１０Ａで分割されたｅＣＣＥが、複数の仮想リソース
領域に分散配置される。図１０Ｂでは、仮想リソース領域として４つの仮想リソースブロ
ックグループ（ＶＲＢＧ）＃１～＃４が定義され、図１０Ａに示す６４個のｅＣＣＥがＶ
ＲＢＧ＃１～＃４に分散配置される。
【００７２】
　具体的には、図１０Ａにおいて同じインデックス番号が付されたｅＣＣＥは、図１０Ｂ
において異なるインデックス番号のＶＲＢＧに配置される。さらに、マクロ基地局Ｂ１に
割り当てられた３２個のｅＣＣＥは、インデックス番号に基づいてＶＲＢＧ＃１～＃４に
分散配置される。同様に、ピコ基地局Ｂ２に割り当てられた３２個のｅＣＣＥは、インデ
ックス番号に基づいてＶＲＢＧ＃１～＃４に分散配置される。例えば、図１０Ｂでは、マ
クロ基地局Ｂ１及びピコ基地局Ｂ２に割り当てられた偶数インデックス番号のｅＣＣＥは
ＶＲＢＧ＃１及び＃２に配置され、奇数インデックス番号のｅＣＣＥはＶＲＢＧ＃３及び
＃４に配置される。
【００７３】
　図１０Ｃに示すように、ｅＣＣＥが分散配置された複数の仮想リソース領域（ＶＲＢＧ
＃１～＃４）は、インタリーブされ、元のＲＢＧ＃０、＃７、＃１４、＃２１にマッピン
グされる。図１０Ｃでは、奇数インデックス番号のＶＲＢＧを元のＲＢＧに昇順にマッピ
ングしてから、偶数インデックス番号のＶＲＢＧを元のＲＢＧに昇順にマッピングする例
が示される。すなわち、ＶＲＢＧ＃１は元のＲＢＧ＃０に、ＶＲＢＧ＃２は元のＲＢＧ＃
７に、ＶＲＢＧ＃３は元のＲＢＧ＃１４に、ＶＲＢＧ＃４は元のＲＢＧ＃２１にマッピン
グされる。
【００７４】
　図１０Ｃに示すように、ＶＲＢＧをインタリーブしてＲＢＧにマッピングすることによ
り、同じインデックス番号が付されたｅＣＣＥペア間の周波数間隔を拡大することができ
る。さらに、マクロ基地局Ｂ１用のｅＣＣＥペア間、ピコ基地局Ｂ２用のｅＣＣＥペア間
の周波数間隔を拡大できるので、マクロ基地局Ｂ１の共通サーチスペースとピコ基地局Ｂ
２の共通サーチスペースとの双方について、周波数ダイバーシチ効果を得ることができる
。このようにマクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２でサーチスペースを別々に割当てること
で、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間の干渉の影響を軽減しつつ、分散マッピン
グにより周波数ダイバーシチ効果が得られるため、マクロ基地局Ｂ１のセルＣ１内のユー
ザ端末ＵＥとピコ基地局Ｂ２のセルＣ２内のユーザ端末ＵＥとがそれぞれ安定して共通制
御情報を復号可能となる。
【００７５】
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　以上のような第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨのマッピング方法によれば、マクロ基地
局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間で、共通サーチスペースをマッピングする複数のＲＢＧを
共通させる一方、それぞれの共通サーチスペースをインデックス番号が異なるｅＣＣＥに
マッピングする。このため、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２間の干渉を軽減しつつ，
分散マッピングにより得られる周波数ダイバーシチ効果により、マクロ基地局Ｂ１のセル
Ｃ１内に位置するユーザ端末ＵＥとピコ基地局Ｂ２のセルＣ２内に位置するユーザ端末Ｕ
Ｅとがそれぞれ安定して共通制御情報を復号可能となる。
【００７６】
　次に、図１１及び図１２を参照し、第２の態様に係る拡張ＰＤＣＣＨの共通サーチスペ
ースのマッピングの別の例を詳述する。図９で説明したマッピングの一例では、マクロ基
地局Ｂ１の共通サーチスペースとピコ基地局Ｂ２の共通サーチスペースとがｅＣＣＥ単位
で分離された。本例では、図１１に示すように、マクロ基地局Ｂ１の共通サーチスペース
とピコ基地局Ｂ２の共通サーチスペースとがＲＢＧ単位で分離される点が異なる。なお、
図示しないが、ＰＲＢ単位で分離されてもよい。
【００７７】
　図１１に示すように、マクロ基地局Ｂ１の共通サーチスペースは、ＲＢＧ＃０及び＃１
４にマッピングされる。一方、ピコ基地局Ｂ２の共通サーチスペースは、ＲＢＧ＃７及び
＃２１にマッピングされる。このように、本例では、マクロ基地局Ｂ１及びピコ基地局Ｂ
２は、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間で、共通サーチスペースをそれぞれ異な
るＲＢＧにマッピングする。この結果、以下の分散マッピングを適用することで、周波数
ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００７８】
　マクロ基地局Ｂ１の共通サーチスペースとピコ基地局Ｂ２の共通サーチスペースとがＲ
ＢＧ単位で分離される場合、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２とでｅＣＣＥも別々に定
義される。図１１では、マクロ基地局Ｂ１用のＲＢＧ＃０及び＃１４に対応して、ｅＣＣ
Ｅ＃０～＃１５が定義されている。同様に、ピコ基地局Ｂ２用のＲＢＧ＃７及び＃２１に
対応して、ｅＣＣＥ＃０～＃１５が定義されている。なお、図６で説明したように、１個
のＲＢＧは４個のＰＲＢで構成され、１個のＰＲＢは２個のｅＣＣＥに対応する。図６で
は、マクロ基地局Ｂ１の共通サーチスペースは、２個のＲＢＧにマッピングされるので、
１６個のｅＣＣＥ（ｅＣＣＥ＃０～＃１５）に対応することとなる。ピコ基地局Ｂ２の共
通サーチスペースについても同様である。
【００７９】
　また、図１２Ａに示すように、マクロ基地局Ｂ１用の共通サーチスペースを構成するｅ
ＣＣＥ＃０～＃１５はそれぞれ分割されて、分割されたｅＣＣＥ同士が周波数帯域の異な
るＲＢＧ＃０及び＃１４にそれぞれ分散されるようにマッピングされる。上述のように、
分割されたｅＣＣＥ同士には同じインデックス番号が付されて、同じインデックス番号が
付されたｅＣＣＥを異なるＶＲＢＧ＃１及び＃２に配置する。そして、ＶＲＢＧ＃１及び
＃２がそれぞれ元のＲＢＧ＃１４及び＃０にマッピングされる。これにより、同じインデ
ックス番号が付されたｅＣＣＥペア間の周波数間隔を拡大することができるため、マクロ
基地局Ｂ１の共通サーチスペースの周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００８０】
　同様に、図１２Ｂに示すように、ピコ基地局Ｂ２用の共通サーチスペースを構成するｅ
ＣＣＥ＃０～＃１５はそれぞれ分割されて、分割されたｅＣＣＥ同士が周波数帯域の異な
るＲＢＧ＃７及び＃２１にそれぞれ分散されるようにマッピングされる。なお、マッピン
グの詳細は、図１２Ａと同様であるため、説明を省略する。
【００８１】
　以上のような第２の態様の別の例に係る拡張ＰＤＣＣＨのマッピング方法によれば、マ
クロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間で、それぞれ共通サーチスペースを異なるＲＢＧ
にマッピングする。このため、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２間の干渉を軽減しつつ
，分散マッピングにより得られる周波数ダイバーシチ効果により、マクロ基地局Ｂ１のセ
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ルＣ１内に位置するユーザ端末ＵＥとピコ基地局Ｂ２のセルＣ２内に位置するユーザ端末
ＵＥとがそれぞれ安定して共通制御情報を復号可能となる。
【００８２】
（無線通信システムの構成）
　以下、本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図１３は、本実
施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図１３に示す無
線通信システムは、例えば、ＬＴＥシステム或いは、その後継システムが包含されるシス
テムである。この無線通信システムでは、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単位とする
複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。ま
た、この無線通信システムは、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良いし、４Ｇと呼
ばれても良い。
【００８３】
　図１３に示すように、無線通信システム１は、無線基地局装置２０と、この無線基地局
装置２０と通信する複数のユーザ端末１０とを含んで構成されている。無線基地局装置２
０は、上位局装置３０と接続され、この上位局装置３０は、コアネットワーク４０と接続
される。また、無線基地局装置２０（２０Ａ、２０Ｂ）は、有線接続又は無線接続により
相互に接続されている。各ユーザ端末１０（１０Ａ、１０Ｂ）は、セルＣ１、Ｃ２におい
て無線基地局装置２０（２０Ａ、２０Ｂ）と通信を行うことができる。なお、相対的に大
きいセルＣ１を形成する無線基地局装置２０Ａは、マクロ基地局、ｅＮＢ（eNodeB）、Ｈ
ｅＮＢ（Home eNodeB）などと呼ばれてもよい。また、セルＣ１内に配置され、局所的な
セルＣ２を形成する無線基地局装置２０Ｂは、ピコ基地局、フェムト基地局、ＲＲＨ、リ
レー局などと呼ばれてもよい。
【００８４】
　なお、上位局装置３０には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコ
ントローラ（ＲＮＣ）、モビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）等が含まれるが
、これに限定されない。
【００８５】
　各ユーザ端末１０は、ＬＴＥ端末及びＬＴＥ－Ａ端末を含むが、以下においては、特段
の断りがない限りユーザ端末として説明を進める。
【００８６】
　無線通信システム１においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦ
ＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）が、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シングル
キャリア－周波数分割多元接続）が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれ
に限定されない。ＯＦＤＭＡは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に
分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式で
ある。ＳＣ－ＦＤＭＡは、システム帯域を端末毎に１つ又は連続したリソースブロックか
らなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低
減するシングルキャリア伝送方式である。
【００８７】
　ここで、通信チャネルについて説明する。下りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末
１０で共有される下りデータチャネルとしてのＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　Shared
　Channel）と、下りＬ１／Ｌ２制御チャネル（ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ
）と、ＰＤＣＣＨを拡張した拡張ＰＤＣＣＨとを有する。ＰＤＳＣＨにより、ユーザデー
タ及び上位制御情報が伝送される。ＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　Channel
）により、ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨのスケジューリング情報等が伝送される。ＰＣＦ
ＩＣＨ（Physical　Control　Format　Indicator　Channel）により、ＰＤＣＣＨに用い
るＯＦＤＭシンボル数が伝送される。ＰＨＩＣＨ（Physical　Hybrid-ARQ　Indicator　C
hannel）により、ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱのＡＣＫ/ＮＡＣＫが伝送される。
【００８８】
　拡張ＰＤＣＣＨにより、ＰＤＳＣＨ及びＰＵＳＣＨのスケジューリング情報等が伝送さ
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れる。拡張ＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨが割り当てられるリソース領域を用いてＰＤＣＣＨ
の容量不足をサポートするために使用される。
【００８９】
　上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしての
ＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared　Channel）と、上りリンクの制御チャネルであ
るＰＵＣＣＨ（Physical　Uplink　Control　Channel）とを有する。このＰＵＳＣＨによ
り、ユーザデータや上位制御情報が伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、下りリンクの
無線品質情報（CQI：Channel　Quality　Indicator）、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ等が伝送される
。
【００９０】
　図１４を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成について説明す
る。無線基地局装置２０は、ＭＩＭＯ伝送のための複数の送受信アンテナ２０１と、アン
プ部２０２と、送受信部（送信部）２０３と、ベースバンド信号処理部２０４と、呼処理
部２０５と、伝送路インターフェース２０６とを備えている。
【００９１】
　下りリンクにより無線基地局装置２０からユーザ端末１０に送信されるユーザデータは
、上位局装置３０から伝送路インターフェース２０６を介してベースバンド信号処理部２
０４に入力される。
【００９２】
　ベースバンド信号処理部２０４では、ＰＤＣＰレイヤの処理、ユーザデータの分割・結
合、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）再送制御の送信処理などのＲＬＣレイヤの送信処理
、ＭＡＣ（Medium　Access　Control）再送制御、例えば、ＨＡＲＱの送信処理、スケジ
ューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換（IFFT：Inve
rse　Fast　Fourier　Transform）処理、プリコーディング処理が行われて各送受信部２
０３に転送される。また、下りリンクの制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化
や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部２０３に転送される。
【００９３】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、ユーザ端末１０に対し
て、当該セルにおける通信のための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための
情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅、ユーザ端末１０
に割当てたリソースブロック情報、ユーザ端末１０におけるプリコーディングのためのプ
リコーディング情報、ＰＲＡＣＨ（Physical　Random　Access　Channel）におけるラン
ダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報（Root　Sequen
ce　Index）等が含まれる。プリコーディング情報はＰＨＩＣＨのような独立の制御チャ
ネルを介して送信されてもよい。
【００９４】
　各送受信部２０３は、ベースバンド信号処理部２０４からアンテナ毎にプリコーディン
グして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部２０２は、周波
数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ２０１により送信する。
【００９５】
　一方、上りリンクによりユーザ端末１０から無線基地局装置２０に送信されるデータに
ついては、各送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部２０
２で増幅され、各送受信部２０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベー
スバンド信号処理部２０４に入力される。
【００９６】
　ベースバンド信号処理部２０４では、入力されたベースバンド信号に含まれるユーザデ
ータに対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御の受信処理、
ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣＰレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース２０６を介
して上位局装置３０に転送される。
【００９７】
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　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局装置２０の状
態管理や、無線リソースの管理を行う。
【００９８】
　次に、図１５を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明
する。ＬＴＥ端末もＬＴＥ-Ａ端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別
せずに説明する。ユーザ端末１０は、ＭＩＭＯ伝送のための複数の送受信アンテナ１０１
と、アンプ部１０２と、送受信部（受信部）１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と
、アプリケーション部１０５とを備えている。
【００９９】
　下りリンクのデータについては、複数の送受信アンテナ１０１で受信された無線周波数
信号がそれぞれアンプ部１０２で増幅され、送受信部１０３で周波数変換されてベースバ
ンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部１０４でＦＦ
Ｔ処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの
内、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部１０５に転送される。アプリケー
ション部１０５は、物理レイヤやＭＡＣレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。
また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部１０５に転送される。
【０１００】
　一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部１０５からベースバ
ンド信号処理部１０４に入力される。ベースバンド信号処理部１０４では、再送制御（Ｈ
－ＡＲＱ　（Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ））の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディン
グ、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理等が行われて各送受信部１０３に転送される。送受信部１
０３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯
に変換する。その後、アンプ部１０２は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送
受信アンテナ１０１により送信する。
【０１０１】
　図１６は、本実施の形態に係る無線基地局装置２０が有するベースバンド信号処理部２
０４及び一部の上位レイヤの機能ブロック図であり、主にベースバンド信号処理部２０４
の送信処理の機能ブロックを示している。図１６には、最大Ｍ個（ＣＣ＃０～ＣＣ＃Ｍ）
のコンポーネントキャリア数に対応可能な基地局構成が例示されている。無線基地局装置
２０の配下となるユーザ端末１０に対する送信データが上位局装置３０から無線基地局装
置２０に対して転送される。
【０１０２】
　制御情報生成部３００は、上位レイヤシグナリング（例えばＲＲＣシグナリング）する
上位制御情報をユーザ単位で生成する。また、上位制御情報は、予め拡張ＰＤＣＣＨ（Ｆ
ＤＭ型ＰＤＣＣＨ）をマッピングできるリソースブロック（ＰＲＢ位置）を含むことがで
きる。
【０１０３】
　データ生成部３０１は、上位局装置３０から転送された送信データをユーザ別にユーザ
データとして出力する。コンポーネントキャリア選択部３０２は、ユーザ端末１０との無
線通信に使用されるコンポーネントキャリアをユーザ毎に選択する。
【０１０４】
　スケジューリング部３１０は、システム帯域全体の通信品質に応じて、配下のユーザ端
末１０に対するコンポーネントキャリアの割当てを制御する。また、スケジューリング部
３１０は、各コンポーネントキャリアＣＣ＃１－ＣＣ＃Ｍにおけるリソースの割り当てを
制御している。ＬＴＥ端末ユーザとＬＴＥ－Ａ端末ユーザとを区別してスケジューリング
を行う。スケジューリング部３１０は、上位局装置３０から送信データ及び再送指示が入
力されると共に、上りリンクの信号を測定した受信部からチャネル推定値やリソースブロ
ックのＣＱＩが入力される。
【０１０５】
　また、スケジューリング部３１０は、入力された再送指示、チャネル推定値及びＣＱＩ
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を参照しながら、上下制御情報及び上下共有チャネル信号のスケジューリングを行う。移
動通信における伝搬路は、周波数選択性フェージングにより周波数毎に変動が異なる。そ
こで、スケジューリング部３１０は、各ユーザ端末１０へのユーザデータについて、サブ
フレーム毎に通信品質の良好なリソースブロック（マッピング位置）を指示する（適応周
波数スケジューリングと呼ばれる）。適応周波数スケジューリングでは、各リソースブロ
ックに対して伝搬路品質の良好なユーザ端末１０を選択する。そのため、スケジューリン
グ部３１０は、各ユーザ端末１０からフィードバックされるリソースブロック毎のＣＱＩ
を用いてリソースブロック（マッピング位置）を指示する。
【０１０６】
　同様に、スケジューリング部３１０は、適応周波数スケジューリングによって拡張ＰＤ
ＣＣＨで送信される制御情報等について、サブフレーム毎に通信品質の良好なリソースブ
ロック（マッピング位置）を指示することができる。このため、スケジューリング部３１
０は、各ユーザ端末１０からフィードバックされるリソースブロック毎のＣＱＩを用いて
リソースブロック（マッピング位置）を指示することができる。
【０１０７】
　また、スケジューリング部３１０は、ユーザ端末１０との間の伝搬路状況に応じてアグ
リゲーション数を制御する。既存のＰＤＣＣＨの場合にはＣＣＥアグリゲーション数、拡
張ＰＤＣＣＨの場合にはｅＣＣＥアグリゲーション数を制御する。セル端ユーザに対して
はＣＣＥアグリゲーション数及びｅＣＣＥアグリゲーション数を上げることになる。また
、割り当てたリソースブロックで所定のブロック誤り率を満たすＭＣＳ（符号化率、変調
方式）を決定する。スケジューリング部３１０が決定したＭＣＳ（符号化率、変調方式）
を満足するパラメータがチャネル符号化部３０３、３０８、３１２、変調部３０４、３０
９、３１３に設定される。
【０１０８】
　なお、既存のＰＤＣＣＨの場合、共通サーチスペースのＣＣＥアグリゲーション数とし
ては、「４」、「８」がサポートされ、ＵＥ固有サーチスペースのＣＣＥアグリゲーショ
ン数としては、「１」、「２」、「４」、「８」がサポートされる。また、拡張ＰＤＣＣ
Ｈの場合、共通サーチスペースのｅＣＣＥアグリゲーション数としては、「４」、「８」
がサポートされ、ＵＥ固有サーチスペースのｅＣＣＥアグリゲーション数としては、「１
」、「２」、「４」、「８」がサポートされる。
【０１０９】
　ベースバンド信号処理部２０４は、１コンポーネントキャリア内での最大ユーザ多重数
Ｎに対応したチャネル符号化部３０３、変調部３０４、マッピング部３０５を備えている
。チャネル符号化部３０３は、データ生成部３０１から出力されるユーザデータ（一部の
上位制御信号を含む）で構成される下り共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）を、ユーザ毎
にチャネル符号化する。変調部３０４は、チャネル符号化されたユーザデータをユーザ毎
に変調する。マッピング部３０５は、変調されたユーザデータを無線リソースにマッピン
グする。
【０１１０】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、ユーザ固有の下り制御情報である下り共有デ
ータチャネル用制御情報を生成する下り制御情報生成部（生成部）３０６と、ユーザ共通
の下り制御情報である下り共通制御チャネル用制御情報を生成する下り共通チャネル用制
御情報生成部３０７とを備えている。
【０１１１】
　下り制御情報生成部３０６は、下り共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）を制御するため
の下り共有データチャネル用制御情報（DL　assignment等）を生成する。当該下り共有デ
ータチャネル用制御情報は、ユーザ毎に生成される。
【０１１２】
　ベースバンド信号処理部２０４は、１コンポーネントキャリア内での最大ユーザ多重数
Ｎに対応したチャネル符号化部３０８、変調部３０９を備えている。チャネル符号化部３
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０８は、下り制御情報生成部３０６及び下り共通チャネル用制御情報生成部３０７で生成
される制御情報をユーザ毎にチャネル符号化する。変調部３０９は、チャネル符号化され
た下り制御情報を変調する。
【０１１３】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、上り制御情報生成部（生成部）３１１と、チ
ャネル符号化部３１２と、変調部３１３とを備える。上り制御情報生成部３１１は、上り
共有データチャネル（ＰＵＳＣＨ)を制御するための上り共有データチャネル用制御情報
（UL　Grant等）を生成する。当該上り共有データチャネル用制御情報は、ユーザ毎に生
成される。
【０１１４】
　上記変調部３０９、３１３でユーザ毎に変調された制御信号は制御チャネル多重部３１
４で多重される。既存ＰＤＣＣＨ用の下り制御信号は、サブフレームの先頭の１～３ＯＦ
ＤＭシンボルに多重され、インタリーブ部３１５でインタリーブされる。一方、拡張ＰＤ
ＣＣＨ用の下り制御信号は、所定のＯＦＤＭシンボル数より後のリソース領域において下
り共有データチャネル信号と周波数分割多重されて、マッピング部３１９でリソースブロ
ック（ＰＲＢ）にマッピングされる。この場合、マッピング部３１９は、スケジューリン
グ部３１０からの指示に基づき、上記した図５～７、９～１２を用いて説明した方法を適
用してマッピングする。
【０１１５】
　マッピング部３１９は、拡張ＰＤＣＣＨにおける共通サーチスペースとＵＥ固有サーチ
スペースとを、システム帯域を構成する所定の周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）で分
離してマッピングする。具体的には、マッピング部３１９は、拡張ＰＤＣＣＨにおける共
通サーチスペースがシステム帯域内に分散されるように、共通サーチスペースを不連続の
複数の周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）にマッピングする。また、マッピング部３１
９は、拡張ＰＤＣＣＨにおけるＵＥ固有サーチスペースがシステム帯域内に分散されるよ
うに不連続複数の周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）にマッピングする。一方で、マッ
ピング部３１９は、ＵＥ固有サーチスペースを構成する複数の周波数領域単位のうち、特
定のユーザ端末ＵＥの最も受信品質の良い周波数領域単位に、当該特定のユーザ端末ＵＥ
用の固有制御情報を局所化してマッピングする。また、受信品質が利用できない場合は、
分散マッピングを適用してもよい。
【０１１６】
　また、マッピング部３１９は、共通サーチスペースがマッピングされた複数の周波数領
域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）の各々を複数のｅＣＣＥを含むように構成するとともに、各
ｅＣＣＥを分割し、分割されたｅＣＣＥ同士を異なる周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ
）に分散して配置する。
【０１１７】
　ここで、共通サーチスペースがマッピングされた複数の周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲ
ＢＧ）に含まれる各ｅＣＣＥには周波数方向に沿ってインデックス番号が付され、分割さ
れたｅＣＣＥ同士には同じインデックス番号が付される。マッピング部３１９は、同じイ
ンデックス番号が付されたｅＣＣＥ同士を周波数方向に並んだ異なる仮想周波数領域単位
（ＶＰＲＢ又はＶＲＢＧ）に配置した後、複数の仮想周波数領域単位（ＶＰＲＢ又はＶＲ
ＢＧ）をインタリーブする。これにより、同じインデックス番号が付されたｅＣＣＥ同士
の周波数間隔が拡大するため、周波数ダイバーシチ効果を効果的に得ることが可能となる
。
【０１１８】
　また、マッピング部３１９は、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間で、それぞれ
の共通サーチスペースを共通の周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）にマッピングする一
方、それぞれの共通サーチスペースを異なるｅＣＣＥに割り当ててもよい。かかる場合、
例えば、マクロ基地局Ｂ１に対しては、所定の周波数方向から連続するインデックス番号
が付された複数のｅＣＣＥ（図９では、ｅＣＣＥ＃０～＃１５）が割り当てられ、ピコ基
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地局Ｂ２に対しては、残りの連続するインデックス番号が付された複数のｅＣＣＥ（図９
では、ｅＣＣＥ＃１６～＃３１）が割り当てられる。
【０１１９】
　また、マッピング部３１９は、マクロ基地局Ｂ１とピコ基地局Ｂ２との間で、それぞれ
の共通サーチスペースを異なる周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）に割り当ててもよい
。
【０１２０】
　参照信号生成部３１８は、チャネル推定、シンボル同期、ＣＱＩ測定、モビリティ測定
等の様々な目的に使用されるセル固有参照信号（ＣＲＳ：Cell-specific　Reference　Si
gnal)を生成する。また、参照信号生成部３１８は、ユーザ個別の下りリンク復調用参照
信号であるＤＭ－ＲＳを生成する。ＤＭ－ＲＳは、ユーザデータの復調だけでなく、拡張
ＰＤＣＣＨで送信される下り制御情報の復調に用いられる。
【０１２１】
　また、複数のアンテナ毎に、サブキャリアにマッピングされた送信データ及びユーザ個
別の復調用参照信号（ＤＭ－ＲＳ）の位相及び／又は振幅を制御（シフト）するプリコー
ディングウエイト乗算部を有していてもよい。プリコーディングウエイト乗算部により、
位相及び／又は振幅シフトされた送信データ及びユーザ個別の復調用参照信号（ＤＭ－Ｒ
Ｓ）は、ＩＦＦＴ部３１６に出力される。
【０１２２】
　ＩＦＦＴ部３１６には、インタリーブ部３１５及びマッピング部３１９から制御信号が
入力され、マッピング部３０５からユーザデータが入力され、参照信号生成部３１８から
参照信号が入力される。ＩＦＦＴ部３１６は、下りチャネル信号を逆高速フーリエ変換し
て周波数領域の信号から時系列の信号に変換する。サイクリックプレフィックス挿入部３
１７は、下りチャネル信号の時系列信号にサイクリックプレフィックスを挿入する。なお
、サイクリックプレフィックスは、マルチパス伝搬遅延の差を吸収するためのガードイン
ターバルとして機能する。サイクリックプレフィックスが付加された送信データは、送受
信部２０３に送出される。
【０１２３】
　図１７は、ユーザ端末１０が有するベースバンド信号処理部１０４の機能ブロック図で
あり、ＬＴＥ－ＡをサポートするＬＴＥ－Ａ端末の機能ブロックを示している。まず、ユ
ーザ端末１０の下りリンク構成について説明する。
【０１２４】
　無線基地局装置２０から受信データとして受信された下りリンク信号は、ＣＰ除去部４
０１でＣＰが除去される。ＣＰが除去された下りリンク信号は、ＦＦＴ部４０２へ入力さ
れる。ＦＦＴ部４０２は、下りリンク信号を高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Fast　Fourier
　Transform）して時間領域の信号から周波数領域の信号に変換し、デマッピング部４０
３へ入力する。デマッピング部４０３は、下りリンク信号をデマッピングし、下りリンク
信号から複数の制御情報が多重された多重制御情報、ユーザデータ、上位制御情報を取り
出す。なお、デマッピング部４０３によるデマッピング処理は、アプリケーション部１０
５から入力される上位制御情報に基づいて行われる。デマッピング部４０３から出力され
た多重制御情報は、デインタリーブ部４０４でデインタリーブされる。
【０１２５】
　また、ベースバンド信号処理部１０４は、制御情報を復調する制御情報復調部４０５、
下り共有データを復調するデータ復調部４０６及びチャネル推定部４０７を備えている。
制御情報復調部４０５は、多重制御情報から下り共通制御チャネル用制御情報を復調する
共通制御チャネル用制御情報復調部（復調部）４０５ａと、多重制御情報から上り共有デ
ータチャネル用制御情報を復調する上り共有データチャネル用制御情報復調部（復調部）
４０５ｂと、多重制御情報から下り共有データチャネル用制御情報を復調する下り共有デ
ータチャネル用制御情報復調部４０５ｃとを備えている。データ復調部４０６は、ユーザ
データ及び上位制御信号を復調する下り共有データ復調部４０６ａと、下り共通チャネル
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データを復調する下り共通チャネルデータ復調部４０６ｂとを備えている。
【０１２６】
　共通制御チャネル用制御情報復調部４０５ａは、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）及び
拡張下り制御チャネル（拡張ＰＤＣＣＨ）の共通サーチスペースのブラインドデコーディ
ング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ共通の制御情報である共通制御
チャネル用制御情報（共通制御情報）を取り出す。共通制御チャネル用制御情報は、下り
リンクのチャネル品質情報（ＣＱＩ）を含んでおり、マッピング部４１５に入力され、無
線基地局装置２０への送信データの一部としてマッピングされる。既存のＰＤＣＣＨの場
合、共通サーチスペースとしてシグナリングされた複数のＣＣＥ候補について、ブライン
ドデコーディング処理が行なわれる。また、拡張ＰＤＣＣＨの場合、共通サーチスペース
としてシグナリングされた複数のｅＣＣＥ候補について、ブラインドデコーディング処理
が行なわれる。
【０１２７】
　上り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｂは、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）及び拡張下り制御チャネル（拡張ＰＤＣＣＨ）のＵＥ固有サーチスペースのブラインド
デコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などにより上り共有データチャネル用
制御情報（固有制御情報）（例えば、UL　Grant）を取り出す。既存のＰＤＣＣＨの場合
には、ＵＥ固有サーチスペースとしてシグナリングされた複数のＣＣＥ候補について、ブ
ラインドデコーディング処理が行われる。また、拡張ＰＤＣＣＨの場合、ＵＥ固有サーチ
スペースとしてシグナリングされた複数のｅＣＣＥ候補について、ブラインドデコーディ
ング処理が行われる。復調された上り共有データチャネル用制御情報は、マッピング部４
１５に入力されて、上り共有データチャネル（ＰＵＳＣＨ）の制御に使用される。
【０１２８】
　下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃは、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）及び拡張下り制御チャネル（拡張ＰＤＣＣＨ）のＵＥ固有サーチスペースのブラインド
デコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などにより下り共有データチャネル用
制御情報（固有制御情報）（例えば、DL　assignment）を取り出す。既存のＰＤＣＣＨの
場合には、ＵＥ固有サーチスペースとしてシグナリングされた複数のＣＣＥ候補について
、ブラインドデコーディング処理が行われる。また、拡張ＰＤＣＣＨの場合、ＵＥ固有サ
ーチスペースとしてシグナリングされた複数のｅＣＣＥ候補について、ブラインドデコー
ディング処理が行われる。復調された下り共有データチャネル用制御情報は、下り共有デ
ータ復調部４０６ａへ入力されて、下り共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）の制御に使用
され、下り共有データ復調部４０６ａに入力される。
【０１２９】
　下り共有データ復調部４０６ａは、下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃ
から入力された下り共有データチャネル用制御情報に基づいて、ユーザデータや上位制御
情報を取得する。上位制御情報に含まれる拡張ＰＤＣＣＨがマッピング可能なＰＲＢ位置
（或いはＲＢＧ位置）は、下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃに出力され
る。下り共通チャネルデータ復調部４０６ｂは、上り共有データチャネル用制御情報復調
部４０５ｂから入力された上り共有データチャネル用制御情報に基づいて、下り共通チャ
ネルデータを復調する。
【０１３０】
　チャネル推定部４０７は、ユーザ固有の参照信号（ＤＭ－ＲＳ）、またはセル固有の参
照信号（ＣＲＳ）を用いてチャネル推定する。既存ＰＤＣＣＨを復調する場合には、セル
固有の参照信号を用いてチャネル推定する。一方、拡張ＰＤＣＣＨ及びユーザデータを復
調する場合には、ＤＭ－ＲＳやＣＲＳを用いてチャネル推定する。推定されたチャネル変
動を、共通制御チャネル用制御情報復調部４０５ａ、上り共有データチャネル用制御情報
復調部４０５ｂ、下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃ及び下り共有データ
復調部４０６ａに出力する。これらの復調部においては、推定されたチャネル変動及び復
調用の参照信号を用いて復調処理を行う。
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【０１３１】
　また、拡張ＰＤＣＣＨにおいて同一ＰＲＢ（又は同一ＲＢＧ）内に異なるユーザの複数
のｅＣＣＥが周波数分割多重等される場合、ＰＲＢ（又はＲＢＧ）内の周波数リソースの
番号に括りつけられたＤＭ－ＲＳのアンテナポートを用いて制御情報が復調される。この
場合、ユーザ毎（ｅＣＣＥ毎）に異なるＤＭ－ＲＳの送信ウェイトにより、同一ＰＲＢ（
又は同一ＲＢＧ）内のＤＭ－ＲＳをユーザ毎に区別している。一方、送信ダイバーシチを
適用する場合には、ＤＭ－ＲＳのアンテナポートを１ＰＲＢ（又は１ＲＢＧ）内に割当て
られるユーザ端末で共通化して設定することができる。
【０１３２】
　ベースバンド信号処理部１０４は、送信処理系の機能ブロックとして、データ生成部４
１１、チャネル符号化部４１２、変調部４１３、ＤＦＴ部４１４、マッピング部４１５、
ＩＦＦＴ部４１６、ＣＰ挿入部４１７を備えている。データ生成部４１１は、アプリケー
ション部１０５から入力されるビットデータから送信データを生成する。チャネル符号化
部４１２は、送信データに対して誤り訂正等のチャネル符号化処理を施し、変調部４１３
はチャネル符号化された送信データをＱＰＳＫ等で変調する。
【０１３３】
　ＤＦＴ部４１４は、変調された送信データを離散フーリエ変換する。マッピング部４１
５は、ＤＦＴ後のデータシンボルの各周波数成分を、無線基地局装置２０に指示されたサ
ブキャリア位置へマッピングする。ＩＦＦＴ部４１６は、システム帯域に相当する入力デ
ータを逆高速フーリエ変換して時系列データに変換し、ＣＰ挿入部４１７は時系列データ
に対してデータ区切りでサイクリックプレフィックスを挿入する。
【０１３４】
　以上のように、本実施の形態に係る無線基地局装置２０によれば、共通サーチスペース
とＵＥ固有サーチスペースとを、所定の周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲＢＧ）で分離して
マッピングする。特に、無線基地局装置２０は、共通サーチスペースを、システム帯域内
に分散されるように不連続の複数の周波数領域単位（ＲＢ又はＲＢＧ）にマッピングする
。このため、周波数ダイバーシチ効果により、セル内の全ユーザ端末ＵＥが安定して共通
制御情報を復号可能となる。また、無線基地局装置２０は、ＵＥ固有サーチスペースを、
システム帯域帯域内に分散されるように不連続の複数の周波数領域単位に（ＰＲＢ又はＲ
ＢＧ）にマッピングする。一方で、無線基地局装置２０は、ＵＥ固有サーチスペースを構
成する複数の周波数領域単位のうち、特定のユーザ端末ＵＥの最も受信品質の良い周波数
領域単位に、当該手奥鄭のユーザ端末ＵＥ用の固有制御情報を局所化してマッピングする
。このため、特定のユーザ端末ＵＥはより受信品質の良い周波数領域単位（ＰＲＢ又はＲ
ＢＧ）で固有制御情報を復号可能となる。また、受信品質が利用できない場合は、分散マ
ッピングを適用してもよい。
【０１３５】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１３６】
　１　無線通信システム
　１０　ユーザ端末
　２０　無線基地局装置
　１０１　送受信アンテナ
　１０３　送受信部（受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部
　２０１　送受信アンテナ
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　２０３　送受信部（送信部）
　２０４　ベースバンド信号処理部
　３００　制御情報生成部
　３０１　データ生成部
　３０５　マッピング部
　３０６　下り制御情報生成部
　３０７　下り共通チャネル用制御情報生成部
　３１０　スケジューリング部
　３１１　上り制御情報生成部
　３１４　制御チャネル多重部
　３１５　インタリーブ部
　３１８　参照信号生成部
　３１９　マッピング部
　４０３　デマッピング部
　４０４　デインタリーブ部
　４０５　制御情報復調部（復号部）
　４０５ａ　共通制御チャネル用制御情報復調部
　４０５ｂ　上り共有データチャネル用制御情報復調部
　４０５ｃ　下り共有データチャネル用制御情報復調部
　４０６　データ復調部
　４０６ａ　下り共有データ復調部
　４０６ｂ　下り共通チャネルデータ復調部
　４０７　チャネル推定部
 

【図１】 【図２】
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